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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し�

（
税　

務　

課
）　
　

一

〇
令
和
四
年
度
宮
城
県
准
看
護
師
試
験
の
実
施�

（
医
療
人
材
対
策
室
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効�

（
薬　

務　

課
）　
　

二

〇
農
業
振
興
地
域
の
変
更�

（
農
業
振
興
課
）　
　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧�

（
農
村
振
興
課
）　
　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分�

（
農
村
整
備
課
）　
　

四

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更�

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

四

〇
漁
港
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定�
（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

六

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

六

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基�

づ
く
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定�

（
精
神
保
健
推
進
室
）　
　

六

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
二
件
）�

（
森
林
整
備
課
）　
　

七

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催�

一
一

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表�

一
一

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
百
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地

指
定
取
消
し
の
年
月
日

東
興
石
油
株
式
会
社

代
表
取
締
役

浅
野　

達
弥

栗
原
市
築
館
伊
豆
四
丁
目
一
番
一
号

令
和
四
年
六
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
宮
城
県

准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

試
験
期
日

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日
（
火
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
土
樋
一
丁
目
三－

一　

東
北
学
院
大
学
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
六
号
館

三　

受
験
願
書
受
付
期
間

　
　

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
（
金
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

四　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
保
健
福
祉
部
医
療
人
材
対
策
室
看
護
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
六
一
五
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
一
五

特
定
非
営
利
活
動
法
人

虹
の
駅
虹
菜
園

栗
原
市
築
館
字
芋
埣
仙

能
五－

十

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

特
定
非
営
利
活

動
法
人
虹
の
駅

令
和
四
年
九
月

一
日

〇
四
一
一
三
〇
〇
五
九
三

風
薫
る
杜

栗
原
市
瀬
峰
下
藤
沢
三

三－
一

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

合
同
会
社
し
ゆ

う
の
風

令
和
四
年
九
月

一
日

〇
四
一
一
四
〇
〇
三
四
四

ほ
っ
と
フ
ァ
ー
ム
松
島

ほ
っ
と
ハ
ー
ト
松
島

東
松
島
市
野
蒜
字
北
余

景
五
二
番
十
二

就
労
継
続
支
援
Ａ

型就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

ほ
っ
と
フ
ァ
ー

ム
株
式
会
社

令
和
四
年
九
月

一
日

〇
四
一
一
六
〇
〇
一
四
一

訪
問
介
護
あ
さ
の
風

富
谷
市
日
吉
台
三
丁
目

十
一
番
地
二
十　

フ
ィ

リ
ス
ハ
イ
ム
大
富
二
〇

一

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

合
同
会
社
あ
さ

の
風

令
和
四
年
九
月

一
日

〇
四
一
二
四
〇
〇
四
六
七

ア
ッ
プ
ル
フ
ァ
ー
ム
亘

理亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字

藤
平
橋
四
五－

二
八

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
ア
ッ

プ
ル
フ
ァ
ー
ム

令
和
四
年
九
月

一
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
七
七
五

く
り
の
木

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢

狸
沢
三
七－

一
八

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

一
般
社
団
法
人

あ
ゆ
み

令
和
四
年
九
月

一
日

〇
四
二
二
四
〇
〇
二
四
二

障
が
い
者
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム　

り
ん
ご
の
木

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字

藤
平
橋
四
五－

二
八

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
ア
ッ

プ
ル
フ
ァ
ー
ム

令
和
四
年
九
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下「
条
例
」と
い
う
。）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１�　

化
学
名　

［（
二
Ｓ
、
四
Ｓ
）－

二
、
四－

ジ
メ
チ
ル
ア
ゼ
チ
ジ
ン－

一－

イ
ル
］［（
八
Ｒ
）－

六－

メ
チ
ル

－

九
、
一
〇－

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン－

八－

イ
ル
］
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
‥
Ｌ
Ｓ
Ｚ
、
Ｌ
Ａ

－

Ｓ
Ｓ－

Ａ
ｚ
）

　

２�　

化
学
名　

一－

（
四－

フ
ル
オ
ロ－

三－

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）－

二－

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン－

一－

イ
ル
）
ペ
ン
タ

ン－

一－

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
‥
４－

ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ－

３－

ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ－

α－

Ｐ
Ｖ
Ｐ
、
Ｍ
Ｆ

Ｐ
Ｖ
Ｐ
）

二　

失
効
の
理
由

　
　

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
日　

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
農
業
振
興
地
域
を
次
の
よ
う
に
変

更
し
、
令
和
四
年
九
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
政
部
農
業
振
興
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

変
更
後
の
地
域

　

丸
森
町
の
う
ち
次
の
平
面
図
に
掲
げ
る
区
域



（3）　令和４年９月９日　金曜日 第336号宮　　城　　県　　公　　報

凡 例

農業振興地域の区域

農業振興地域界

農業振興地域を
編入する地域

凡 例
市町村界

農業振興地域界

農業振興地域の区域
農業振興地域界を追加する地域
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〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
上
下
堤
・
川
下
地

区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
四
年
十
月
十
二
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

東
松
島
市
役
所
本
庁
舎
及
び
鳴
瀬
庁
舎

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

田
尻
西
部
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
八
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百

号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

田
浦
漁
港

海
岸

田
浦
地
区

海
岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
あ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
イ
点
と
あ

点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点　

南
三
陸
町
歌
津
字
田
の
浦
三
三
の
一
地
先
の
四
級
基
準
点

イ
点�　

基
点
Ａ
点
か
ら
六
八
度
一
七
分
〇
〇
秒
一
四
六
・
六
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

ロ
点�　

イ
点
か
ら
一
五
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

ハ
点�　

ロ
点
か
ら
二
三
〇
度
二
九
分
〇
〇
秒
四
六
・
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ニ
点�　

ハ
点
か
ら
一
五
九
度
三
四
分
〇
〇
秒
一
八
七
・
八
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

ホ
点�　

ニ
点
か
ら
七
五
度
四
四
分
〇
〇
秒
一
六
〇
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ヘ
点�　

ホ
点
か
ら
三
四
度
五
六
分
〇
〇
秒
一
四
四
・
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ト
点�　

へ
点
か
ら
五
六
度
〇
六
分
〇
〇
秒
二
三
一
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

チ
点�　

ト
点
か
ら
五
八
度
一
七
分
〇
〇
秒
一
二
四
・
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

リ
点�　

チ
点
か
ら
一
五
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

ヌ
点�　

リ
点
か
ら
二
一
八
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
九
七
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ル
点�　

ヌ
点
か
ら
三
〇
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
六
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ヲ
点�　

ル
点
か
ら
二
三
八
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
三
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ワ
点�　

ヲ
点
か
ら
二
六
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
九
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

カ
点�　

ワ
点
か
ら
二
三
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
八
八
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ヨ
点�　

カ
点
か
ら
二
二
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

タ
点�　

ヨ
点
か
ら
二
四
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
三
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

レ
点�　

タ
点
か
ら
二
〇
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ソ
点�　

レ
点
か
ら
二
一
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
二
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ツ
点�　

ソ
点
か
ら
二
四
七
度
四
七
分
〇
〇
秒
一
五
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ネ
点�　

ツ
点
か
ら
一
九
〇
度
五
六
分
〇
〇
秒
六
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ナ
点�　

ネ
点
か
ら
二
五
四
度
四
一
分
〇
〇
秒
九
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ラ
点�　

ナ
点
か
ら
一
三
三
度
五
二
分
〇
〇
秒
七
・
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ム
点�　

ラ
点
か
ら
二
一
三
度
二
六
分
〇
〇
秒
九
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ウ
点�　

ム
点
か
ら
二
〇
三
度
一
四
分
〇
〇
秒
八
・
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヰ
点�　

ウ
点
か
ら
二
四
四
度
〇
五
分
〇
〇
秒
一
四
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ノ
点�　

ヰ
点
か
ら
二
二
一
度
一
六
分
〇
〇
秒
三
〇
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

オ
点�　

ノ
点
か
ら
一
九
四
度
四
六
分
〇
〇
秒
一
一
・
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点
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ク
点�　

オ
点
か
ら
二
四
四
度
〇
四
分
〇
〇
秒
五
・
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヤ
点�　

ク
点
か
ら
二
〇
〇
度
三
五
分
〇
〇
秒
三
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

マ
点�　

ヤ
点
か
ら
二
八
二
度
四
七
分
〇
〇
秒
四
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ケ
点�　

マ
点
か
ら
一
九
一
度
一
九
分
〇
〇
秒
二
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

フ
点�　

ケ
点
か
ら
二
四
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
八
・
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

コ
点�　

フ
点
か
ら
二
九
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

エ
点�　

コ
点
か
ら
二
五
七
度
〇
七
分
〇
〇
秒
二
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

テ
点�　

エ
点
か
ら
二
八
八
度
〇
一
分
〇
〇
秒
二
七
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ア
点�　

テ
点
か
ら
二
〇
二
度
一
二
分
〇
〇
秒
三
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

サ
点�　

ア
点
か
ら
二
九
〇
度
一
四
分
〇
〇
秒
六
・
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

キ
点�　

サ
点
か
ら
三
四
五
度
〇
九
分
〇
〇
秒
五
・
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ユ
点�　

キ
点
か
ら
二
四
三
度
一
〇
分
〇
〇
秒
八
・
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

メ
点�　

ユ
点
か
ら
三
五
〇
度
一
〇
分
〇
〇
秒
一
二
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ミ
点�　

メ
点
か
ら
二
二
九
度
五
五
分
〇
〇
秒
八
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

シ
点�　

ミ
点
か
ら
三
二
九
度
五
七
分
〇
〇
秒
五
・
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヱ
点�　

シ
点
か
ら
二
六
七
度
三
九
分
〇
〇
秒
二
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヒ
点�　

ヱ
点
か
ら
二
〇
六
度
一
四
分
〇
〇
秒
一
五
・
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

モ
点�　

ヒ
点
か
ら
九
二
度
〇
二
分
〇
〇
秒
七
・
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

セ
点�　

モ
点
か
ら
一
二
一
度
二
九
分
〇
〇
秒
二
・
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ス
点�　

セ
点
か
ら
一
七
八
度
四
九
分
〇
〇
秒
四
・
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

い
点�　

ス
点
か
ら
二
四
三
度
二
〇
分
〇
〇
秒
一
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ろ
点�　

い
点
か
ら
二
四
七
度
一
四
分
〇
〇
秒
二
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

は
点�　

ろ
点
か
ら
一
八
一
度
五
九
分
〇
〇
秒
一
・
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

に
点�　

は
点
か
ら
二
七
五
度
二
〇
分
〇
〇
秒
二
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ほ
点�　

に
点
か
ら
一
度
五
九
分
〇
〇
秒
〇
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

へ
点�　

ほ
点
か
ら
二
六
九
度
四
一
分
〇
〇
秒
五
・
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

と
点�　

へ
点
か
ら
一
八
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
〇
・
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ち
点�　

と
点
か
ら
二
七
一
度
五
七
分
〇
〇
秒
四
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

り
点�　

ち
点
か
ら
二
二
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
九
・
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ぬ
点�　

り
点
か
ら
二
七
七
度
〇
八
分
〇
〇
秒
四
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

る
点�　

ぬ
点
か
ら
二
八
五
度
五
二
分
〇
〇
秒
八
・
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

を
点�　

る
点
か
ら
一
九
五
度
五
二
分
〇
〇
秒
一
・
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

わ
点�　

を
点
か
ら
二
八
五
度
五
二
分
〇
〇
秒
三
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

か
点�　

わ
点
か
ら
二
八
五
度
五
三
分
〇
〇
秒
四
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

よ
点�　

か
点
か
ら
一
五
度
五
二
分
〇
〇
秒
一
・
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

た
点�　

よ
点
か
ら
二
八
五
度
五
二
分
〇
〇
秒
六
・
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

れ
点�　

た
点
か
ら
二
八
五
度
五
二
分
〇
〇
秒
九
・
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

そ
点�　

れ
点
か
ら
三
〇
三
度
一
二
分
〇
〇
秒
一
七
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

つ
点�　

そ
点
か
ら
三
〇
三
度
一
二
分
〇
〇
秒
八
・
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ね
点�　

つ
点
か
ら
二
九
八
度
一
七
分
〇
〇
秒
九
・
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

な
点�　

ね
点
か
ら
三
〇
七
度
一
六
分
〇
〇
秒
七
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ら
点�　

な
点
か
ら
三
〇
七
度
一
五
分
〇
〇
秒
二
・
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

む
点�　

ら
点
か
ら
三
一
一
度
三
二
分
〇
〇
秒
一
三
・
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

う
点�　

む
点
か
ら
三
一
〇
度
三
一
分
〇
〇
秒
九
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ゐ
点�　

う
点
か
ら
三
〇
二
度
五
三
分
〇
〇
秒
六
・
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

の
点�　

ゐ
点
か
ら
三
〇
七
度
一
〇
分
〇
〇
秒
一
五
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

お
点�　

の
点
か
ら
三
二
五
度
二
六
分
〇
〇
秒
六
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

く
点�　

お
点
か
ら
三
二
五
度
二
六
分
〇
〇
秒
二
五
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

や
点�　

く
点
か
ら
三
三
八
度
四
二
分
〇
〇
秒
一
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ま
点�　

や
点
か
ら
三
三
八
度
四
二
分
〇
〇
秒
一
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

け
点�　

ま
点
か
ら
三
三
八
度
四
二
分
〇
〇
秒
九
・
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ふ
点�　

け
点
か
ら
三
三
八
度
四
二
分
〇
〇
秒
四
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

こ
点�　

ふ
点
か
ら
三
三
八
度
四
二
分
〇
〇
秒
三
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

え
点�　

こ
点
か
ら
三
二
五
度
二
〇
分
〇
〇
秒
三
八
・
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

て
点�　

え
点
か
ら
三
一
八
度
〇
七
分
〇
〇
秒
三
三
・
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

あ
点�　

て
点
か
ら
三
五
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
二
二
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
南
三
陸
町
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

田
浦
漁
港

海
岸

田
浦
地
区

海
岸

　

令
和
四
年
九
月
九
日
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号
に
よ
り
海
岸
保

全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
南
三
陸
町
歌
津
字
田
の
浦
地
内
の
田
浦
漁
港

海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
田
浦
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
波
伝
谷
一
九
番
一
地
先

か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
波
伝
谷
一
九
番
一
地
先
ま
で

前

一
二
・
八
～

�

二
六
・
二

�

五
〇
・
〇

後

一
二
・
八
～

�

二
一
・
六

�

五
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

坂
本
古
川
線

大
崎
市
古
川
堤
根
字
竪
堀
一
一
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
古
川
堤
根
字
猪
狩
一
三
〇
番
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

九
月
十
四
日

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

病
院
・
診
療
所

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

医
療
法
人
社
団
豊
衛
会
佐
藤

医
院

登
米
市
豊
里
町
横
町
五
九
番
地
の
一

令
和
四
年
九
月
一
日

や
ま
と
在
宅
診
療
所
名
取

名
取
市
大
手
町
一
丁
目
一
番
地
二
二　

Ｎ
Ｎ
ハ

イ
ツ
一
号
室

令
和
四
年
九
月
一
日

二　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

ウ
ジ
エ
調
剤
薬
局　

登
米
店

登
米
市
登
米
町
寺
池
前
舟
橋
四
番
地
四

令
和
四
年
九
月
一
日

十
日
町
調
剤
薬
局

大
崎
市
古
川
十
日
町
四
番
一
八
号

令
和
四
年
九
月
一
日

み
さ
と
ま
ち
調
剤
薬
局

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
船
入
二－

三
一
〇

令
和
四
年
九
月
一
日

リ
フ
レ
薬
局　

笠
神
店

多
賀
城
市
笠
神
四
丁
目
六
番
九
号

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

三　

訪
問
看
護
事
業
者
等

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

ピ
ー
ス
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ�

ョ
ン

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
清
水
町
田
二
番
地
一
四

令
和
四
年
九
月
一
日



（7）　令和４年９月９日　金曜日 第336号宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

辞

退

年

月

日

有
限
会
社
十
日
町
調
剤
薬
局

大
崎
市
古
川
十
日
町
四
番
一
八
号

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日

ゆ
う
や
け
調
剤
薬
局

多
賀
城
市
高
崎
三
丁
目
二
七－

二
六

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日

ト
ミ
ザ
ワ
薬
局
美
田
園
店

名
取
市
美
田
園
七－
一
八－

二

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日

ト
ミ
ザ
ワ
薬
局
利
府
店

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
東
二－
六

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日

ト
ミ
ザ
ワ
薬
局
船
迫
店

柴
田
郡
柴
田
町
本
船
迫
字
上
町
二
六－
三
一

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
予
定
数
量

　
　

㈠　

調
達
案
件　

令
和
四
年
度
森
林
病
害
虫
等
防
除
「
伐
倒
駆
除
（
東
部
管
内
）」
業
務
委
託
（
単
価
契
約
）

　
　

㈡　

予
定
数
量　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十
五
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
石
巻
市
及
び
東
松
島
市
に
存
す
る
県
所
管
森
林

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画

認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立

て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く
更

生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７�　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
、
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

８�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
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と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

９�　

過
去
三
か
年
度
以
内
に
、
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。）
又
は
地
方
公
共
団
体
が
発
注
し
た
当
該
業
務
と
同

様
の
業
務
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局　

契
約
課
管
理

班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三

五
）
へ
令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
い
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

�　

宮
城
県
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
森
林
育
成
班（
担
当　

菅
原　

真
明　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
九
二
一
）

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
期
限

　
　
　

令
和
四
年
十
月
六
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
四
年
十
月
二
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

場
所　

２
に
同
じ
。

　
　

㈢�　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
㈠
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
四
年
十
月
二
四
日
（
月
）
午
前
十
時

　
　

㈡�　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
庁
行
政
庁
舎
十
二
階
水
産
林
政
部
森
林
整

備
課

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　
　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

４�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
を
加
え
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る

の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
単
価
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary
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1

�　

N
ature�of�Service(s)�:�Exterm

ination�and�Prevention�Service�of�T
ree�Pests�and�D

isease�

during�Fiscal�Y
ear�2022�(T

ree�Felling�and�Exterm
ination�w

ithin�T
obu�Regional�Prom

otion�

O
ffice�Jurisdiction)�(U

nit�Price�Contract)

　

2

　

Contract�Period�:�From
�contract�settlem

ent�to�M
arch�15,�2023

　

3

　

Bid�Subm
ission�D

eadline�:�O
ctober�21,�2022,�5

:00�p.m
.

　

4

�　

Place�and�T
im
e�of�Bid�Selection�:�O

ctober�24,�2022,�10
:00�a.m

.�Forest�D
evelopm

ent�D
ivision,�

M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�Building,�12th�Floor

　

5

�　

Contact�Inform
ation�:�M

asaaki�Sugaw
ara,�Forest�Cultivation�Section,�Forest�D

evelopm
ent�

D
ivision,�Fisheries�Forestry�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent,�3-8-1�H

oncho,�A
oba-

ku,�Sendai,�M
iyagi�980-8570�Japan�T

el.:�022-211-2921

　

6

　

Language�and�Currency�U
sed�for�Contract�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
予
定
数
量

　
　

㈠　

調
達
案
件　

令
和
四
年
度
森
林
病
害
虫
等
防
除
「
伐
倒
駆
除
（
仙
台
管
内
）」
業
務
委
託
（
単
価
契
約
）

　
　

㈡　

予
定
数
量　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十
五
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
塩
竈
市
・
松
島
町
・
七
ヶ
浜
町
・
利
府
町
及
び
大
衡
村
に
存
す
る
県
所
管
森
林

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画

認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立

て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く
更

生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７�　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
、
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

８�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

９�　

過
去
三
か
年
度
以
内
に
、
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。）
又
は
地
方
公
共
団
体
が
発
注
し
た
当
該
業
務
と
同

様
の
業
務
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局　

契
約
課
管
理

班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三

五
）
へ
令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
い
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
森
林
育
成
班（
担
当　

菅
原　

真
明　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
九
二
一
）

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
期
限

　
　
　

令
和
四
年
十
月
六
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
四
年
十
月
二
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

場
所　

２
に
同
じ
。

　
　

㈢�　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
㈠
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
四
年
十
月
二
四
日
（
月
）
午
後
一
時

　
　

㈡�　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
庁
行
政
庁
舎
十
二
階
水
産
林
政
部
森
林
整

備
課

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　
　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

４�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
を
加
え
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る

の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
単
価
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

�　

N
ature�of�Service(s)�:�Exterm

ination�and�Prevention�Service�of�T
ree�Pests�and�D

isease�

during�Fiscal�Y
ear�2022�(T

ree�Felling�and�Exterm
ination�w

ithin�Sendai�Regional�Prom
otion�

O
ffice�Jurisdiction)�(U

nit�Price�Contract)

　

2

　

Contract�Period�:�From
�contract�settlem

ent�to�M
arch�15,�2023

　

3

　

Bid�Subm
ission�D

eadline�:�O
ctober�21,�2022,�5

:00�p.m
.
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4

�　

Place�and�T
im
e�of�Bid�Selection�:�O

ctober�24,�2022,�1
:00�p.m

.�Forest�D
evelopm

ent�D
ivision,�

M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�Building,�12th�Floor
　

5

�　
Contact�Inform

ation�:�M
asaaki�Sugaw

ara,�Forest�Cultivation�Section,�Forest�D
evelopm

ent�

D
ivision,�Fisheries�Forestry�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent,�3-8-1�H

oncho,�A
oba-

ku,�Sendai,�M
iyagi�980-8570�Japan�T

el.:�022-211-2921

　

6

　

Language�and�Currency�U
sed�for�Contract�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
四
年
九
月
九
日

�
宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
教
育
長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

一　

日　

時　

令
和
四
年
九
月
十
三
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

第
一
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

教
育
功
績
者
表
彰
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
○
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
１９号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
公
営

企
業
会
計
に
係
る
令
和
４
年
度
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
４
年
９
月
９
日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
別
紙
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
３
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14

項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所

　
　
�　
不
適
切
な
事
務
管
理
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
も
含
め
た
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
に
お
い
て
，
鍵
の
管
理
が
徹
底
さ
れ
て
お
ら
ず
，
執
務
室
等
の
鍵
を
紛
失
し
た
も
の
。

ま
た
，
そ
の
後
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
っ
た
も
の
。

別
紙

〇
宮
城
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
令
和
４
年
７
月
20日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
令
和
４
年
７
月
13日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
令
和
４
年
７
月
12日

２
　
事
業
概
要

　
�　
本
事
業
は
，
市
町
村
の
水
道
事
業
に
対
し
水
道
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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事
　
業
　
名

水
源

計
画
給
水
量
給
水
能
力

供
給
対
象
市
町
村

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

大
崎
広
域
水
道
事
業
漆
沢
ダ
ム

南
川
ダ
ム

１
日
最
大

12万
㎥

１
日
最
大

10万1,150㎥

大
崎
市
，
栗
原
市
，
富
谷
市
，

加
美
町
，
涌
谷
町
，
美
里
町
，

大
和
町
，
大
郷
町
，
松
島
町
，

大
衡
村
�

（
10市
町
村
）
昭
和
55年
度

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道

事
業

七
ヶ
宿
�

ダ
ム
１
日
最
大

55万3,300㎥

１
日
最
大

27万9,000㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
白
石
市
，

名
取
市
，角
田
市
，多
賀
城
市
，

岩
沼
市
，
富
谷
市
，
蔵
王
町
，

大
河
原
町
，村
田
町
，柴
田
町
，

亘
理
町
，
山
元
町
，
松
島
町
，

七
ヶ
浜
町
，
利
府
町

�
（
17市
町
）

平
成
２
年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
３
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

大
崎
広
域

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

22,759
3,318,206

2,746,209
509,684

955,517

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道
事
業

66,933
10,254,881

8,703,504
1,246,662

3,007,062

合
　
　
計

89,692
13,573,088

11,449,713
1,756,347

3,962,580

　（
注
）１
　
給
水
量
及
び
金
額
は
，
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
令
和
４
年
７
月
20日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
令
和
４
年
７
月
13日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
令
和
４
年
７
月
12日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
，
工
場
及
び
事
業
所
に
対
し
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

水
　
源

給
水
能
力

給
　
　
水
　
　
区
　
　
域

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

仙
塩
工
業
用

水
道

事
業
大
倉
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
多
賀
城
市
，
富
谷
市
，
�

七
ヶ
浜
町
，
利
府
町
，
大
和
町
�（
７
市
町
）
昭
和
36年
度

仙
台
圏
工
業
用

水
道

事
業
釜
房
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
名
取
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
�

（
５
市
町
）
昭
和
51年
度

仙
台
北
部
工
業
用

水
道

事
業
漆
沢
ダ
ム
１
日
最
大

５
万
�
8,500㎥

大
崎
市
，
大
和
町
，
大
衡
村
，
加
美
町

�
（
４
市
町
村
）
昭
和
55年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
３
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
工
業
用

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

10,239
797,688

708,335
81,696

224,960

仙
台
圏
工
業
用

水
道
事
業

15,033
549,024

391,436
146,981

272,146

仙
台
北
部
工
業
用

水
道
事
業

7,456
603,671

520,094
73,074

△
�112,290

合
　
　
計

32,728
1,950,384

1,619,866
301,752

384,816

　（
注
）１
　
給
水
量
及
び
金
額
は
，
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
地
域
整
備
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
４
年
７
月
20日

２
　
事
業
概
要

　
�　
本
事
業
は
，
仙
台
港
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
及
び
仙
台
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
土
地
貸

付
等
を
行
っ
て
い
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
３
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況



（13）　令和４年９月９日　金曜日 第336号宮　　城　　県　　公　　報
事
　
業
　
名

事
業
収
益
事
業
費
用

当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

地
域
整
備
事
業

千
円

千
円

千
円

千
円

583,810
302,959

276,161
276,161

　（
注
）１
　
金
額
は
，
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
令
和
４
年
７
月
20日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
令
和
４
年
７
月
７
日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
４
年
７
月
７
日

２
　
事
業
概
要

　
�　
本
事
業
は
，
市
町
村
が
管
理
す
る
下
水
道
か
ら
排
除
さ
れ
た
下
水
を
処
理
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

処
理
能
力

関
　
連
　
市
　
町
　
村

供
用
開
始

年
　
度

仙
塩
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

22万
2,000㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
�

（
５
市
町
）
昭
和
53年
度

阿
武
隈
川
下
流
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

12万
5,000㎥

仙
台
市
，
白
石
市
，
名
取
市
，
角
田
市
，
岩
沼

市
，
蔵
王
町
，
大
河
原
町
，
村
田
町
，
柴
田
町
，

丸
森
町
，
亘
理
町
�

（
11市
町
）
昭
和
59年
度

鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

8,800㎥
大
崎
市
，
美
里
町

�
（
２
市
町
）
平
成
４
年
度

吉
田
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

４
万
1,825㎥

富
谷
市
，
大
和
町
，
大
郷
町
，
大
衡
村

�
（
４
市
町
村
）
平
成
４
年
度

北
上
川
下
流
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

３
万
8,800㎥

石
巻
市
，
東
松
島
市

�
（
２
市
）
平
成
10年
度

北
上
川
下
流
東
部
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

２
万
5,300㎥

石
巻
市
，
女
川
町

�
（
２
市
町
）
平
成
12年
度

迫
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

9,650㎥
登
米
市
，
栗
原
市

�
（
２
市
）
平
成
12年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
３
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

総
流
入
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

（
損
失
△
）

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
流
域

下
水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

40,335
3,872,871

3,915,102
△
�42,276

△
�61,502

阿
武
隈
川
下
流

流
域
下
水
道
事
業

32,951
4,695,010

4,619,958
78,539

145,143

鳴
瀬
川
流
域

下
水
道
事
業

2,520
666,440

680,931
△
�9,763

△
�5,992

吉
田
川
流
域

下
水
道
事
業

11,360
1,376,480

1,383,748
△
�1,811

△
�2,406

北
上
川
下
流
流
域

下
水
道
事
業

8,084
1,656,795

1,393,295
248,559

473,721

北
上
川
下
流
東
部

流
域
下
水
道
事
業

4,469
1,726,060

1,699,955
19,187

△
�129,261

迫
川
流
域

下
水
道
事
業

2,537
1,311,719

1,123,712
184,217

373,624

合
　
　
計

102,258
15,305,378

14,816,703
476,654

793,327

　（
注
）１
　
総
流
入
量
及
び
金
額
は
，
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。


